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。



衆
議
院
議
員
宮
本
岳
志
君
提
出
大
学
院
博
士
課
程
修
了
者
の
就
職
確
保
と
研
究
条
件
改
善
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
も
、
若
手
研
究
者
や
博
士
課
程
修
了
者
の
雇
用
の
確
保
は
科
学
技
術
の
振
興
を
図
る
上
で
重
要
な
課
題
で
あ

る
と
認
識
し
て
い
る
。

二
か
ら
四
ま
で
及
び
十
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
若
手
研
究
者
ポ
ス
ト
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
理
工
系
の
博
士
課
程
修
了

者
が
社
会
の
多
様
な
場
で
活
躍
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
公
務
員
に
つ
い
て
必
要
な
採
用
を
行
っ
て
い
る

ほ
か
、
文
部
科
学
省
に
お
い
て
、
研
究
者
が
任
期
付
き
の
雇
用
形
態
で
自
立
し
た
研
究
者
と
し
て
の
経
験
を
積
み
、
厳
格
な

審
査
を
経
て
准
教
授
等
の
よ
り
安
定
的
な
職
を
得
る
仕
組
み
を
導
入
す
る
大
学
等
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
国
内
外
に
お
け

る
産
業
界
等
の
実
社
会
の
要
請
に
適
合
し
た
研
究
者
の
育
成
に
取
り
組
む
大
学
等
を
支
援
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
今
後
と
も
、
こ
の
よ
う
な
施
策
を
推
進
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

「
新
成
長
戦
略
（
基
本
方
針
）
」
（
平
成
二
十
一
年
十
二
月
三
十
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
は
、
理
工
系
人
材
の
重
要
性

一



に
か
ん
が
み
、
「
理
工
系
博
士
課
程
修
了
者
の
完
全
雇
用
」
に
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
人
文
・

社
会
科
学
分
野
の
博
士
課
程
修
了
者
に
つ
い
て
も
、
社
会
の
多
様
な
場
で
活
躍
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、

体
系
的
な
教
育
の
実
施
等
を
通
じ
て
、
知
識
と
理
論
を
実
務
に
い
か
す
こ
と
の
で
き
る
能
力
を
備
え
た
人
材
の
育
成
を
図
る

取
組
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
と
も
、
こ
の
よ
う
な
施
策
を
推
進
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

三
十
五
歳
未
満
の
大
学
教
員
の
数
の
減
少
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
要
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
国
立
大
学
法
人
に
つ

い
て
は
、
国
立
大
学
法
人
へ
の
運
営
費
交
付
金
の
削
減
や
、
簡
素
で
効
率
的
な
政
府
を
実
現
す
る
た
め
の
行
政
改
革
の
推
進

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
七
号
。
以
下
「
行
政
改
革
推
進
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
人
件
費
削
減
の
対
応
に
よ
る
影
響
が
あ
る
と
の
指
摘
が
、
文
部
科
学
省
に
お
い
て
行
っ
て
い
る
国
民
か
ら
の
意
見

募
集
や
各
国
立
大
学
法
人
か
ら
の
意
見
聴
取
等
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
若
手
研
究
者
ポ
ス
ト
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
く
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二



七
に
つ
い
て

行
政
改
革
推
進
法
第
五
十
三
条
第
一
項
は
、
国
立
大
学
法
人
に
対
し
、
役
員
及
び
職
員
に
係
る
人
件
費
総
額
の
削
減
に
つ

い
て
義
務
付
け
て
い
る
が
、
そ
の
手
段
は
各
国
立
大
学
法
人
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

現
在
、
国
立
大
学
法
人
及
び
独
立
行
政
法
人
は
、
行
政
改
革
推
進
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十

二
年
度
末
ま
で
に
達
成
す
べ
き
目
標
を
掲
げ
、
人
件
費
の
削
減
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
平
成
二
十
三

年
度
以
降
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
国
会
に
お
け
る
御
議
論
等
を
踏
ま
え
、
適
切
に
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

九
に
つ
い
て

教
員
及
び
研
究
者
の
採
用
に
つ
い
て
は
、
各
大
学
の
設
置
者
及
び
独
立
行
政
法
人
の
自
主
的
な
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
が
、
文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
国
立
大
学
法
人
及
び
独
立
行
政
法
人
へ
の
運
営
費
交
付
金
の
交
付
並
び
に
私
学
助
成

に
つ
い
て
、
業
務
効
率
化
へ
の
取
組
を
求
め
つ
つ
、
各
大
学
及
び
研
究
機
関
に
お
け
る
業
務
の
実
施
に
必
要
な
経
費
に
つ
い

て
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

十
一
及
び
十
二
に
つ
い
て

三



文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
民
間
企
業
に
お
け
る
博
士
課
程
修
了
者
の
雇
用
の
実
態
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
お
ら
ず
、
御
指

摘
の
よ
う
な
調
査
を
行
う
予
定
は
な
い
が
、
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
又
は
博
士
課
程
に
標
準
修
業
年
限
以
上
在
学
し

て
所
定
の
単
位
を
修
得
し
た
上
退
学
し
た
者
の
う
ち
、
大
学
又
は
公
的
研
究
機
関
に
お
い
て
任
期
付
き
で
研
究
業
務
に
従
事

し
て
い
る
者
（
教
授
、
准
教
授
、
講
師
、
助
教
、
主
任
研
究
員
等
の
職
に
あ
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
調
査
を
行
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後
と
も
機
会
を
と
ら
え
て
、
産
業
界
に
対
し
博
士
課
程
修
了
者
の
採
用
の
促
進
を
要
請
し
て
ま
い

り
た
い
。

十
三
に
つ
い
て

教
員
及
び
研
究
者
の
雇
用
に
つ
い
て
は
、
各
大
学
の
設
置
者
及
び
独
立
行
政
法
人
の
自
主
的
な
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う
な
制
度
を
設
け
る
こ
と
は
困
難
と
考
え
る
が
、
今
後
と
も
、
二
か
ら
四
ま
で
及
び
十
に
つ
い

て
で
述
べ
た
施
策
を
推
進
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

十
四
及
び
十
五
に
つ
い
て

博
士
課
程
（
後
期
）
在
学
者
を
対
象
と
す
る
研
究
奨
励
金
の
平
成
二
十
一
年
度
予
算
に
お
け
る
支
給
対
象
人
数
は
四
千
六

百
人
で
あ
り
、
博
士
課
程
（
後
期
）
在
学
者
数
に
占
め
る
割
合
は
六
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
大
学
院
在
学
者
を
対
象
と

四



す
る
御
指
摘
の
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
に
よ
る
平
成
二
十
年
度
実
績
で
の
支
援
対
象
人
数
は
七
万
九
千
三
十
四
人

で
あ
り
、
大
学
院
在
学
者
数
に
占
め
る
割
合
は
三
十
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
大
学
院
在
学
者
を
対
象
と
す
る
御
指
摘
の

リ
サ
ー
チ
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
に
よ
る
平
成
二
十
年
度
実
績
で
の
支
援
対
象
人
数
は
一
万
三
千
四
百
十
人
で
あ
り
、
大
学
院
在

学
者
数
に
占
め
る
割
合
は
五
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
の
大
学
院
在
学
者
を
対
象
と

す
る
無
利
子
貸
与
事
業
に
よ
る
平
成
二
十
年
度
実
績
で
の
奨
学
金
貸
与
者
数
は
六
万
三
千
二
十
九
人
で
あ
り
、
大
学
院
在
学

者
数
に
占
め
る
割
合
は
二
十
四
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
同
機
構
の
特
に
優
れ
た
業
績
に
よ
る
大
学
院
修
了
者
を
対
象
と
す
る
奨

学
金
返
還
免
除
の
平
成
二
十
年
度
実
績
で
の
対
象
者
数
は
九
千
五
百
七
十
九
人
で
あ
る
。
国
立
大
学
の
大
学
院
在
学
者
を
対

象
と
す
る
授
業
料
免
除
の
平
成
二
十
年
度
実
績
で
の
対
象
人
数
は
二
万
四
千
五
百
九
十
一
人
で
あ
り
、
国
立
大
学
の
大
学
院

在
学
者
数
に
占
め
る
割
合
は
十
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
の
う
ち
授
業
料
減
免
事
業
等
支

援
経
費
に
よ
る
平
成
二
十
一
年
度
実
績
で
の
支
援
対
象
人
数
は
私
立
大
学
の
大
学
院
全
体
で
二
千
五
百
六
十
八
人
で
あ
り
、

私
立
大
学
の
大
学
院
在
学
者
数
に
占
め
る
割
合
は
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
経
済
的
支
援
の
拡
充
に
今
後
と
も
努
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

十
六
に
つ
い
て

五



文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
博
士
課
程
（
後
期
）
在
学
者
へ
の
経
済
的
支
援
に
つ
い
て
は
、
「
科
学
技
術
基
本
計
画
」
（
平

成
十
八
年
三
月
二
十
八
日
閣
議
決
定
）
を
踏
ま
え
、
研
究
奨
励
金
の
拡
充
、
競
争
的
資
金
を
活
用
し
た
大
学
に
よ
る
博
士
課

程
（
後
期
）
在
学
者
の
研
究
補
助
者
等
と
し
て
の
雇
用
促
進
等
に
よ
り
、
そ
の
拡
充
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
給
付
型
の
奨
学
金
に
つ
い
て
は
、
高
等
教
育
を
受
け
る
者
と
受
け
な
い
者
と
の
負
担
の
公
平
や
財
源
の
確
保
等

に
関
す
る
課
題
が
あ
り
、
諸
外
国
の
例
も
参
考
に
し
つ
つ
、
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

十
七
に
つ
い
て

奨
学
金
の
返
還
を
猶
予
す
る
期
限
が
五
年
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
博
士
課
程
進
学
者
数
の
減
少
の
大
き
な
原
因
と
な
っ

て
い
る
か
は
明
ら
か
で
な
く
、
現
時
点
に
お
い
て
、
奨
学
金
の
返
還
を
猶
予
す
る
期
限
を
変
更
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

な
お
、
御
指
摘
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
奨
学
金
の
返
還
者
の
所
得
を
確
実
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど
の
課
題
も

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

十
八
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
高
学
歴
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
く
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

六



十
九
に
つ
い
て

国
公
私
立
の
大
学
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
お
け
る
非
常
勤
講
師
の
総
数
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
現
在
で

延
べ
二
十
万
三
千
八
百
九
十
三
人
で
あ
り
、
全
教
員
数
に
占
め
る
割
合
は
五
十
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
本

務
を
持
た
な
い
も
の
は
、
延
べ
八
万
四
千
九
百
十
三
人
で
あ
り
、
全
教
員
数
に
占
め
る
割
合
は
二
十
一
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
で

あ
る
。
非
常
勤
講
師
の
賃
金
等
の
労
働
条
件
、
研
究
・
教
育
条
件
、
生
活
実
態
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
各
大
学
等

の
設
置
者
の
責
任
に
お
い
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
文
部
科
学
省
と
し
て
一
般
的
な
調
査
を
行
う
こ
と
は
考
え
て

い
な
い
。

二
十
に
つ
い
て

大
学
の
非
常
勤
講
師
等
の
労
働
条
件
等
に
つ
い
て
は
、
各
大
学
の
設
置
者
等
が
、
当
該
非
常
勤
講
師
等
の
業
務
内
容
等
を

踏
ま
え
、
関
係
法
令
に
従
っ
て
定
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

二
十
一
に
つ
い
て

文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
経
済
協
力
開
発
機
構
の
加
盟
国
に
お
け
る
公
財
政
支
出
の
状
況
を
参
考
の
一
つ
と
し
つ
つ
、
必

要
な
教
育
予
算
に
つ
い
て
財
源
を
措
置
し
、
特
に
高
等
教
育
に
つ
い
て
は
、
教
育
研
究
水
準
の
維
持
向
上
や
修
学
の
機
会
の

七



確
保
等
を
図
る
た
め
、
教
育
投
資
を
確
保
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

八


